
別紙様式１ 

学      則 

事業者番号 211 名  称 特定非営利活動法人 日本ホリスケア協会 

所 在 地 広島市中区大手町 3丁目 1-7-302 

連絡先・ 

相談窓口 

所  属 運営管理課 職 氏 名 中岡 真依 

電話番号 082-545-2402 FAX番号 082-545-2412 

メ ー ル info@holiscare.net HPアドレス http://www.holiscare.net/academy/ 

 

１ 研修の内容 

①名  称 ホリスケアアカデミー介護職員初任者研修 

②課  程 介護職員初任者研修課程 ③講義方法 通信課程 

④実施期間 
日程参照 

日  程 日程表(別紙様式 2号)参照 

⑤ｶ ﾘ ｷ ｭ ﾗ ﾑ 

及び講師 
通信カリキュラム（兼）講師一覧表（別紙様式 4号）参照 

⑥使用ﾃｷｽﾄ 
名 称・ 

発行会社 

使用テキスト名称： 

「介護職員初任者研修課程テキスト 介護・福祉サービスの理解」 

「介護職員初任者研修課程テキスト  

コミュニケーション技術と老化・認知症・障害の理解」 

「介護職員初任者研修課程テキスト  

こころとからだのしくみと生活支援技術」 

発行会社：日本医療企画 

⑦実施場所 

講義施設 
ホリスケアアカデミー 

大手町教室 
所在地 

広島市中区大手町 3-1-7  

ユナイテッド MK ビル 

演習施設 
ホリスケアアカデミー 

大手町教室 
所在地 

広島市中区大手町 3-1-7  

ユナイテッド MK ビル 

実習施設 実習施設一覧表(別紙様式 5号)参照 

⑧受 講 料 

金 67,000 円（テキスト代 6,300円，実習費 2,000 円，消費税含む。） 

支払方法 

 指定口座にて一括払いで振込とする。 

ただし、受講生の事情により分割払いにすることも可能。 

(スクーリング修了までに完納とする。) 

解約条件・ 
返金の有無 

 開講日前日までにキャンセルの場合は全額返金、開講日以

降の返金には応じません。 

⑨定  員  20 名(コースによって 15名の場合もある) 

⑩そ の 他   

 

 

 



２ 受講資格 

①資格要件 
 広島県内に在住する者及び県外在住のうち広島県内の事業所に従事し

ている者を対象とする。 

 

３ 受講の手続き 

①申込方法  所定の申込用紙に必要事項を記入の上、ファックス又は郵送にて申込む。 

②申 込 先 

 特定非営利活動法人 日本ホリスケア協会 

 〒730-0051 広島市中区大手町 3丁目 1-7-302 

 TEL：082-545-2402  FAX：082-545-2412 

③受講決定 
 申込用紙(受講に際して)により受講決定を判断し、受講決定通知書 

(申込確認書)を送付する。 

④科目免除 

免除の有無 
有  ・  無 

免 除 科 目   

対 象 者   

申 込 方 法   

 

４ 受講上の注意事項 

①遅刻・早

退・欠席の

取扱い 

遅   刻  15分以上の遅刻は欠席者とみなす。 

早   退  一切の早退は認めず、早退する際は欠席者とみなす。 

欠   席 
 欠席者に対しては後日補講日を決め、必ず全科目出席した者に 

対して認定する。 

②補講の実

施 

実施の有無 有  ・  無 

可能な科目  講義・演習・実習科目 

上   限  補講の上限時間は 30時間とする。 

方   法 

 欠席者は科目の修了を認めず別途補講を実施し、補講の実施は原

則として当社で行うが、やむを得ない場合は他の広島県指定事業

者で実施する場合もある。 

費   用 

 補講にかかる受講料は 1教科につき 2,000円を受講者の負担と 

する。他の広島県指定事業者で実施する場合の受講料は他の広島県

指定事業者に定める金額による。 

注 意 事 項 
補講により科目を履修するには、研修実施期間内に補講を終了し、

修了評価を得る必要がある。 

③修了の取

扱い 

修 了 評 価 修了評価の方法(別紙様式 10号)参照 

修 了 期 限 開講日から 8ヵ月以内までに修了すること。 

修 了 認 定 修了を認定した者には，修了証書を交付する。 

TEL:082-545


④受講の取

消し 

 次に該当するものは，受講を取り消すことがあるものとする。 

(1)講義・演習において、講師の指示に従わない場合 

(2)開講後、介護員業務の遂行に支障を来たすと認められる心身の 

疾患が判明したとき 

(3)他の受講生の迷惑となり、講座進行の妨げとなる行為 

(4)学習に熱意が見られず、修了の見込みがないと認められる者 
(5)当社が定めた研修期間内に全ての科目を修了できなかった場合 

⑤受講中の

事故等の対

応 

物損・人身事故は損害保険にて対処する。通学中での事故は受講生の 

負担とする。 

⑥個人情報

の取扱い 

個人情報保護規定の有無( 有 ・ 無 ) 

 名簿等の保管は鍵のあるロッカーに保管し、パソコンにあるデータは 

パスワードにより保護している。 

なお、修了者は広島県の管理する修了者名簿に登載される。 

 

 


